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民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
改
選

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、地

域
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

に
応
じ
、支
援
を
必
要
と
す
る

住
民
と
行
政
や
専
門
機
関
を
つ

な
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、主
任

児
童
委
員
に
は
守
秘
義
務
が
あ

り
、相
談
し
た
か
た
の
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。高
齢
や
障
が
い
、

介
護
、子
育
て
な
ど
で
心
配
ご

と
や
不
安
、悩
み
を
抱
え
て
い

る
か
た
は
、民
生
委
員
・
児
童
委

員
が
身
近
な
相
談
相
手
と
な
り

ま
す
。

　

令
和
７
年
12
月
１
日
付
け
で

全
国
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

が
一
斉
改
選
さ
れ
、委
嘱
状
の

交
付
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。任

期
は
、12
月
１
日
か
ら
令
和
10

年
11
月
30
日
ま
で
の
３
年
間
で

す
。

　

今
回
委
嘱
さ
れ
た
皆
さ
ん
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
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ミ
ツ
バ
チ
飼
育
届
の
提
出
を

　
養
蜂
振
興
法
に
基
づ
き
、
ミ
ツ
バ

チ
飼
育
者
は
、
毎
年
、
ミ
ツ
バ
チ
飼

育
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
新
た
に
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
す
る
か

た
、
お
よ
び
令
和
７
年
に
届
出
済
み

で
、
引
き
続
き
令
和
８
年
も
ミ
ツ
バ

チ
を
飼
育
す
る
か
た
は
、
ミ
ツ
バ
チ

飼
育
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
養
蜂
に
関
す

る
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
次
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
閲
覧

で
き
ま
す
。

【
提
出
期
限
】

　
令
和
８
年
１
月
30
日
（
金
）

【
留
意
事
項
】

・
趣
味
飼
育
者
お
よ
び
飼
育
予
定

者
も
届
出
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
花
粉
交
配
用
に
期
間
限
定
で
飼

育
す
る
場
合
は
、
届
出
不
要
で
す
。

・
飼
育
届
は
飼
育
許
可
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
事
前
に
飼
育
場
所
の
近
隣
住
民

の
理
解
を
十
分
得
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。　

問い合わせ先
役場農政課畜産係

☎ （86）１１３６ ［直通］


